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新エネルギー小委員会 系統ワーキンググループ
再生可能エネルギー接続可能量の算定方法

2出所：新エネルギー小委員会 系統ワーキンググループ(第3回)資料(12/16)
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再生可能エネルギー接続可能量の算定方法
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• 原子力、地熱、水力(調整池・貯水池式は除く)はベースロード
• 火力電源を安定供給に必要な最低出力にした上で、揚水発電を運転
• 年間30日間を上限とする太陽光・風力の出力抑制を実施(グループ単位など)

出所：新エネルギー小委員会 系統ワーキンググループ(第3回)資料(12/16)
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再生可能エネルギー接続可能量の算定
一般水力の供給力(ベースロード電源として)
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北海道、東北、北陸で昼間最低負荷に占める割合が高い

出所：新エネルギー小委員会 系統ワーキンググループ(第3回)資料(12/16)
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再生可能エネルギー接続可能量の算定
原子力の供給力(ベースロード電源として)

震災前過去３０年間の設備利用率平均×設備容量

出所：新エネルギー小委員会 系統ワーキンググループ(第3回)資料(12/16)
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再生可能エネルギー接続可能量の算定
火力の供給力
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火力電源を安定供給に必要な最低出力にする場合(昼間最低負荷時)

出所：新エネルギー小委員会 系統ワーキンググループ(第3回)資料(12/16)
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太陽光の接続可能量の算定(九州電力の場合)
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太陽光の接続可能量の算定(系統ワーキンググループ)
昼間最低負荷時の再生可能エネルギーの供給力

出典：新エネルギー小委員会(12/18)資料よりISEP作成
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太陽光の接続可能量の算定(系統ワーキンググループ)
昼間最低負荷時の揚水活用、連系線活用、出力抑制

出典：新エネルギー小委員会(12/18)資料よりISEP作成
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再生可能エネルギー接続可能量の算定
太陽光発電の接続可能量(風力接続可能量ケース)

出所：新エネルギー小委員会 系統ワーキンググループ(第3回)資料(12/16)
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再生可能エネルギー接続可能量の算定
太陽光発電の接続可能量

出所：資源エネルギー庁(2014年12月18日)
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再生可能エネルギー接続可能量の算定
太陽光発電の接続可能量(風力接続可能量ケース)

・東北、中国、九州、四国は太陽光の接続可能量が接続承諾済みの容量に近い
・九州、四国の太陽光の接続可能量は昼間最低負荷と同じレベル。

出典：新エネルギー小委員会(12/18)資料等よりISEP作成

※東京、中部、関西は全ての再エネ
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固定価格買取制度の運用見直し案
パブリックコメント：新たな出力制御システムに関すること

1. 太陽光発電・風力発電に係る接続ルール見直し
• 出力制御(抑制)の対象範囲を500kW未満に拡大
• 「30日ルール」の時間制への移行

• 太陽光発電：最大で年間360時間
• 風力発電：最大で年間720時間

2. バイオマス発電の接続ルールの明確化
• 「地域型バイオマス発電」(メタン発酵、一般廃棄物、木質バ

イオマス)を、専焼バイオマスや混焼バイオマスより優先給電
3. 遠隔出力制御システムの導入義務づけ
4. 接続枠の空押さえの防止
5. 「指定電気事業者制度」で500kW未満の太陽光・風力へ対象を拡

大(ただし、10kW未満の太陽光を10kW以上よりも優先)
6. 将来的に系統への接続が可能な枠が増加した場合

• 経産大臣が定める条件に従うことを条件として系統へ接続
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固定価格買取制度の運用見直し案
パブリックコメント：変更認定、調達価格の適用に関すること

1. 認定発電設備の出力の変更
2. 太陽電池の基本仕様の変更
3. 設備の仕様の変更に伴う調達価格の変更

• 変更認定時点の調達価格を適用(2015年2月1日以降の申請)
• 発電出力を変更する場合
• 太陽電池のメーカーあるいは種類の変更など

4. 2015年4月1日以降における調達価格の適用(今回のパブコメ対象外)
• 調達価格の決定の基準を電力会社との接続契約の締結日に変更
• 運転開始後における発電出力の増加に伴う変更時点で適用
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固定価格買取制度の運用見直し
「指定電気事業者制度」の出力抑制とは？(九州電力の場合)

将来の出力制御の見通し

接続可能量を超えて連系承諾を行う事業者については、30日を超えた無補償での出力制御(抑制)
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固定価格買取制度の運用見直し
発電種別毎の「出力制御」の考え方(九州電力の場合)
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固定価格買取制度の運用見直し
調達価格の決定時点

• 調達価格の決定時点(2015年4月1日以降の接続申込み案件から適用)
• 接続契約時点までの後ろ倒し

• 原則として接続契約の締結と認定のいずれか遅い時点の調達価格とする

• 接続検討が長期化した場合の取扱い
• 電力会社側の理由で、接続申込みから相当期間（９か月）を経過しても

接続契約の締結に至ってない旨の電力会社からの証明があれば、当該期
間が経過した時点と認定のいずれか遅い時点で調達価格を決定。

出典：総合資源エネルギー調査会 新エネルギー小委員会(第7回)資料(2014年12月2日)
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固定価格買取制度の運用見直し
接続枠の空押さえの防止
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• 連系枠の確保の時点を接続契約(連系承諾と工事負担金の支払い
内容とする契約)の締結時点とする

• 当該契約に基づき工事負担金を相当期間内(1か月)に支払わない

場合は、電力会社は接続契約を解除でき、接続枠を維持できな
い。

出典：総合資源エネルギー調査会 新エネルギー小委員会(第8回)資料(2014年12月18日)
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固定価格買取制度の運用見直し
自治体への情報提供等

• 地方自治体への情報提供等
• 認定案件情報を自治体に提供する予定
• 関連法令・条例の手続き状況の提出を求め、自治体へ情報提供

出典：総合資源エネルギー調査会 新エネルギー小委員会(第7回)資料(2014年12月2日)


